
（別表１） 

技術提案書の提出者を選定するための基準 

評価 

項目 

   評価の着目点 
評価点 配点 

   判断基準 

参
加
表
明
者

〈企
業
〉
の
経
験
及
び
能
力 

資
格

・
実
績
等 

資
格
要
件 

技
術
部
門
登
録 

当該部門の建設コン
サルタント登録等 

①当該業務に関する部門（河川，砂防及び
海岸，海洋部門）の建設コンサルタント登
録がある 

5 

5 

②上記以外 
 

0 

専
門
技
術
力 

成
果
の
確
実
性 

過去 10 年間の同種又
は類似業務等の実績
の内容 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年４月１日以降公示日前日までに完
了した同種又は類似業務実績を下記の順位
で評価する。 

 

10 

①同種業務の実績がある 10 

②類似業務の実績がある 5 

③上記以外 選定し

ない 

記載する業務は1件とし、図面、写真等を
引用する場合も含め、１件につき１枚以内
に記載する。 

 

成
績 

専
門
技
術
力 

成
果
の
確
実
性 

過去４年間に完了し
た業務の実績 

部門： 

河川，砂防及び海岸・海洋 

広島県及び国土交通省発注業務の「土木関
係コンサルタント業務」３件の平均業務評
定点を下記の順位で評価する。 

 

20 

①85 点以上 20 

②80 点以上 85 点未満 17.5 

③75 点以上 80 点未満 12.5 

④70 点以上 75 点未満 7.5 

⑤65 点以上 70 点未満 2.5 

⑥65 点未満 選定し

ない 

予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格

・
実
績
等 

資
格
要
件 

技
術
者
資
格
等 

技術者資格等 下記の順位で評価する。  

5 

①・技術士（総合技術監理部門：建設部門
の選択科目に限る） 

・技術士（建設部門：河川・砂防及び海
岸，海洋） 

5 

②・ＲＣＣＭ（技術士部門と同様の部門に
限る） 
 

2 

③上記以外 選定し

ない 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

過去 10 年間の同種又
は類似業務等の実績
の内容 

平成23年４月１日以降公示日前日までに完
了した同種又は類似業務実績を下記の順位
で評価する。 

 

15 

①同種業務の実績がある 15 

②類似業務の実績がある 7 

③上記以外 選定し

ない 

記載する業務は1件とし、図面、写真等を引用する場

合も含め、１件につき１枚以内に記載する。 
 

成
績 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

過去６年間に完了し
た業務の実績 

部門： 

河川，砂防及び海岸・海洋 

広島県及び国土交通省発注業務の「土木関
係コンサルタント業務」３件の平均業務評
定点を下記の順位で評価する。 

 

25 

①85 点以上 25 

②80 点以上 85 点未満 20 

③75 点以上 80 点未満 15 

④70 点以上 75 点未満 10 

⑤65 点以上 70 点未満 2.5 

⑥65 点未満 選定し

ない 



（別表１） 

業務 

実施 

体制 

業務実施体制の妥当性 下記項目に該当する場合には選定しない。   

①主たる部分が再委託予定となっている 選定し

ない 

 

 

合計 80 

 


